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３．地域公共交通のあり方の検討 

3-1 公共交通の考え方 
（１）対象となる公共交通の種類と特徴 

１）公共交通の種類と特徴 

・市内の既存公共交通 

：路線バスは、大型バスを使用し輸送力が高く、速達性も高いが、アクセス利便な地域

が限定的 

：ふれあいバスは、中型バスを使用し輸送力が中程度で、各集落を網羅しアクセス利便

性に優れるが、循環ルートであることから、速達性が低く、頻度も低い 

＊路線バスとふれあいバスの速達性の比較 

－路線バス  ＝10分／3km（18km／時） 

－ふれあいバス＝10分／2km（12km／時） 

・他の公共交通として、近隣の自治体では、デマンド型乗合タクシーを導入している自治体

がある。 

：デマンド型乗合タクシーは、小型バス或いはセダン型車両を使用し輸送力は低いが、

固定路線を走行しないサービスであることから、各集落を網羅しアクセス利便性に優

れる。ただし、移動距離が長くなれば頻度が下がる。（詳細は次表参照） 

 

２）検討の対象とする公共交通 

・今回の検討で対象とする公共交通は、「路線バス」「ふれあいバス」「デマンド型乗合タ

クシー」とする。 

 

図3-1対象とする公共交通の特徴 
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表3-1デマンド型乗合タクシーの特徴とふれあいバスとの比較 

 コミュニティバス「ふれあいバス」 デマンド型乗合バス・タクシー 

サ ー ビ ス

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ ー ビ ス

の長所 

○いつでも、だれでも予約なしに利用できる。  

○定時に固定路線を運行するため、到着時刻や所要時間が安定している。  

○利用者負担が比較的安い。  

○サービス区域内の自宅付近から、サービス区域内の目的地付近まで、利用するこ

とができる。（利用するために、徒歩等で長い距離を移動する必要がない。） 

○予約した時間に利用できる  

（ただし、乗合のため、利用時間が多少前後する）  

サ ー ビ ス

の短所 

○利用したい時間に利用できない。  

○利用する際に、バス停まで徒歩等で移動する必要がある。  

○運行ダイヤが道路事情や事故等に左右される。  
○路線によりコースが決まっており、目的地によっては

乗り継ぎが必要な場合がある。  

○事前予約が必要。  

○到着時間や目的地までの所要時間が、予約の状況に左右される。  

○コミュニティバスに比べ、利用者負担が割高になるケースが多い。  

○サービス区域が限定されるので、サービス区域外では決められた場所 (駅･公共施

設･バス停 )までしか行きません。それ以外の場所に行きたい場合は路線バス等へ

の乗り継ぎが必要です。  

○１台の座席数が少ないため、希望する事前予約ができない場合がある。  

○一般のタクシーと異なり、見知らぬ人との相乗りとなる。  

事例③：山武市「乗合タクシー」 

○サービス区域     

・市内を３区分した区域内と  

市内主要公共施設  

○料金（大人） 

・300 円  

○運行曜日・時間帯 

・平日 8:00～18:00 

・土日 9:00～18:00 

○輸送コスト…不明 

○車両 

・4 人乗りセダン 

 

＜事例＞ 

＜事例＞ 

＜利用方法と運用イメージ＞ 

・近年、近隣市では、事前に電話することで、自宅付近まで迎えに来て、

市内の目的地付近まで運行するデマンド型乗合バス・タクシーが導入

されています。  

＜利用方法と運用イメージ＞ 

・予め決まった時刻に運行します。  

・利用者は、予め定められたバス停から乗車し、目的地に向かいます。  

※ふれあいバスは、現在、この方法でサービスを提供しています。  

事例②：酒々井町「ふれ愛タクシー」  

○サービス区域     

・町内、町外 2 病院  

○料金（大人） 

・町内＝300 円 

・町外 2 病院＝500 円 

○運行曜日・時間帯 

・平日 8：00～17：00 

○輸送コスト 

 約 1,000 円／1 人 

※ｽｸｰﾙﾊﾞｽ利用時間分を除く  

○車両・10 人乗りワゴン 

事例①：八街市「ふれあいバス」 

○サービス区域     

・市内  

○料金（大人） 

・200 円  

○運行曜日・時間帯 

・年中無休  

・6：30～20：00 

（一部土日運休あり） 

○輸送コスト 

 約 500 円／1 人 

○車両 

・マイクロバス 
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（２）市民の移動ニーズへの公共交通の対応方向 

１）市民の移動ニーズの特徴 

○目的別の特徴 

・通勤・通学(市外)：鉄道利用者の利用駅は、八街駅、榎戸駅に分かれる。 

－八街駅利用圏域は、市北部や榎戸駅周辺を除く、概ね市全域 

－榎戸駅利用圏域は、市北部・西部 

・通学(市内)：二州小、川上小、実住小、八街東小で公共交通利用ニーズあり 

・通院・買物：市内への通院・買物が多く、市内目的地は八街駅周辺と文違に集まる 

○地域別の特徴 

・北部地域 ：通勤・通学は榎戸駅利用で、通院・買物は八街駅周辺（目的地が２極化） 

・南部地域 ：目的地は八街駅周辺で、移動距離が長い（ふれあいバス利用で30分を超える） 

・西部地域 ：榎戸駅周辺を除き八街駅利用が中心。 

○路線バス・ふれあいバスに対する意向 

・路線バス ：「運行本数が尐ない」42.3％、「利用したい時間帯に走っていない」31.5％ 

・ふれあいバス：「運行本数が尐ない」45.2％、「利用したい時間帯に走っていない」38.3％ 

：満足度は「バス停までの距離」の満足高く「ルート」「時間帯」の不満高い 

○路線バス、ふれあいバスの潜在需要 

（「路線バス、ふれあいバスでの代替可能」とした回答者の割合を人口換算、日換算した値） 

 主な目的地 潜在需要 

市内割合 主な目的地（市内の鉄道駅、施設） ふれあいバス 路線バス 

通勤 29.8％ 八街駅 55.0％、榎戸駅 36.9％(鉄道利用者) 1,557 人/日 1,593 人/日 

通学 58.1％ 八街駅 48.7％、榎戸駅 33.3％(鉄道利用者) 2,481 人/日 370 人/日 

通院 59.9％ 一区 44.3％、三区 20.8％、二区 15.7％  673 人/日 253 人/日 

買物 80.1％ 文違 50.9％、五区 19.7％、大東 11.9％ 3,063 人/日 959 人/日 

私用 46.1％ － 902 人/日 251 人/日 

手続き 95.8％ 一区 98.7％ 53 人/日 32 人/日 

合計   8,729 人/日 3,426 人/日 

 

 

 



 4 

図3-2市民の移動ニーズの特徴 
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２）市民の移動ニーズへの公共交通の対応課題 

①日中の通院・買物等のニーズに対応した利便性向上 

・現状の一部の路線バスとふれあいバスは、公共交通利用可能性の高い日中の移動ニーズ（通

院、買物等）に対応しきれていないことから、その利便性を向上させる。 

 

表 3-2 市民の移動ニーズ毎の路線バスのカバー状況  

市民の移動ニーズ ちばフラワーバス 千葉交通 九十九里 

八街循環線 

８往復 /日 

都賀線 

８往復/日 

八街線 

11 往復/日 

住野線 

16 往復/日 

八街線 

5 往復/日 

通勤・

通学 

(市外) 

①7：00～8：00 に駅着 

→八街発 7：11 千葉、7：19 東京 

7：30 千葉、7：41 千葉 

8：03 千葉、8：23 千葉 

7：30 八街 

8：15 八街 

7：45 八街 

8：25 八街 

6：40 八街 

6：50 八街 

7：05 八街 

7：35 八街 

6：54 八街 

7：19 八街 

8：04 八街 

6：40 八街 

②18：00 以降に駅発 

→八街発 18：10 銚子、18：31 成東 

18：54 銚子、19：19 銚子 

19：25 八街 17：30 八街 18：15 八街 

19：25 八街 

20：20 八街 

18：20 八街 

19：25 八街 

19：00 八街 

通学 

(市内) 

①7：30～8：00 に学校着 7：25 実住 7：38 実住 7：35 八十 － － 

②15：30～16：30 以降に学校発 15：42 実住 15：51 実住 

16：23 実住 

15：50 八十 － － 

買物・

通院 

①9：30～11：00 に八街駅周辺着 9：30 八街 

 

9：50 八街 

10：55 八街 

11：20 八街 9：34 八街 

10：39 八街 

8：57 八街 

②11：00～13：00 に八街駅周辺発 11：30 八街 

12：50 八街 

10：50 八街 

 

11：10 八街 

12：30 八街 

11：00 八街 

12：10 八街 

12：30 八街 

③13：00～15：00 に八街駅周辺着 13：20 八街 15：15 八街 13：10 八街 

15：10 八街 

12：39 八街 

13：44 八街 

14：44 八街 

－ 

④15：00～17：00 に八街駅周辺発 15：40 八街 

16：50 八街 

15：50 八街 

16：20 八街 

15：50 八街 

17：30 八街 

15：27 八街 

15：50 八街 

16：25 八街 

17：03 八街 

17：30 八街 

注：「八街」＝八街駅、「実住」＝実住小学校、「八十」＝八街十字路  

 

表 3-3 市民の移動ニーズ毎のふれあいバスのカバー状況 

市民の移動ニーズ 南コース 

8 便/日 

西コース 

6 便/日 

街コース 

8 便/日 

北コース 

7 便/日 

中コース 

9 便/日 

通勤・

通学 

(市外) 

①7：00～8：00 に駅着 6：50 八街 

8：07 八街 

8：11 八街 7：39 榎戸 7：21 榎戸 6：51 八街 

8：07 八街 

②18：00 以降に駅発 18：06 八街 

19：40 八街 

18：00 八街 18：00 八街 

19：35 榎戸 

18：42 榎戸 17：57 八街 

19：25 八街 

通学 

(市内) 

①7：30～8：00 に学校着 7：31 二州 

7：44 南中 

7：37 二州 

7：50 川上 

7：26 八東 － 7：41 川上 

7：46 南中 

②15：30～16：30 以降に学校発 16：30 二州 

16：49 南中 

15：48 実住 

16：07 川上 

16：20 二州 

－ 15：42 八東 16：03 実住 

16：24 南中 

16：28 川上 

買物・

通院 

①9：30～11：00 に八街駅周辺着 10：07 八街 10：07 八街 9：34 八街 

10：26 八街 

9：34 八街 

11：29 八街 

－ 

②11：00～13：00 に八街駅周辺発 11：08 八街 11：10 八街 11：13 八街 

12：01 八街 

12：40 八街 － 

③13：00～15：00 に八街駅周辺着 14：56 八街 － 14：09 八街 

15：00 八街 

－ － 

④15：00～17：00 に八街駅周辺発 15：54 八街 15：45 八街 15：58 八街 

16：46 八街 

16：41 八街 15：59 八街 

注：「八街」＝八街駅、八街駅北口、「榎戸」＝榎戸駅、「二州」＝二州小、「川上」＝川上小、  

「実住」＝実住小、「八東」＝一区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、「南中」＝八街南中、南中入口  

 

ニーズに対応できていない 

ニーズに対応 

できていない 
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②八街駅周辺・文違の主要施設への利便性向上 

・市外への通勤・通学や日中の移動ニーズの目的地の多くがや八街駅周辺と文違にあること

から、市内各地域からの利便性を向上させる。 

・八街総合病院、大規模商業施設、福祉センター等の目的施設は、駅からの徒歩圏を超える

１～２km圏内に分散的に立地していることから、駅とこれらの施設間を連絡する交通網を

確保する。 

 

図 3-3 主要施設の鉄道駅からの距離圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③榎戸駅への利便性向上 

・現状で榎戸駅へアクセスする路線バスはない。 

・ふれあいバスの街コース、北コースがアクセスしているが、利用が進んでいないことから、

その利便性を向上させる。 

：街コースは、八街方面を結び、駅背後圏の大規模団地等にアクセスしていない。 

：北コースは、ルートが迂回し所要時間がかかる。 

④南部地域からのアクセス利便性向上 

・南部地域からの駅利用や通院・買物ニーズは、八街駅周辺や文違で、移動距離が長い特徴

がある。 

・路線バス（八街線（九十九里鉄道））は運行本数が尐なく、代替路線の確保も含め、その

利便性向上を図る。 

 

八街駅 １ｋｍ ２ｋｍ ３ｋｍ ４ｋｍ ５ｋｍ 

八街市役所・  
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ケイヨーＤ２  
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グリーンタウン八街 (イオン ) 

カインズホーム新八街  

鉄道駅からの徒歩圏  

榎戸駅 １ｋｍ ２ｋｍ ３ｋｍ ４ｋｍ ５ｋｍ 

ランドマーク  

ランドローム  
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（３）公共交通の考え方（たたき台） 

１）第１回協議会での指摘 

・第１回協議会での以下の指摘をふまえ、公共交通のあり方を検討する。 

：公共交通は、シンプルなほうが利用しやすいと考えられる。 

：運行ルートをシンプルにして頻度を上げることがよいと考えられるので、今後議

論を重ねていきたい。 

２）考え方 

理念１＝市内各地と八街駅周辺、文違、榎戸を連絡する公共交通体系 

：市内各地と利用ニーズの高い八街駅周辺・文違、現状でサービスの不足する榎戸を

連絡する公共交通体系を検討する。 

：また、利用施設が分散的に立地する八街駅周辺は、駅と主要施設間を周回する公共

交通を検討する。 

理念２＝速達性と網羅性に特化した２階層の公共交通網 

：現状のような、限られた需要の中では、市内各集落を網羅することと速達性を高め

ることの両立は難しく、２つの目的（速達性と網羅性）に特化した、２階層の公共

交通網を検討する。 

理念３＝速達性と運行頻度の高い市内基幹交通網 

：速達性を重視する交通は、集落を網羅することよりは、市内の主要な目的地と市内

各地域を短時間、高頻度で結ぶことを重視し、基幹交通とすることを検討する。 

：あわせて、基幹交通を補完し、各集落を網羅する交通を端末交通とすることを検討

する。 

３）目標とする公共交通のサービス 

○鉄道駅 

・八街市の公共交通を支える公共交通ターミナルとして、鉄道とバス交通の結節性を高める

とともに、乗換え利便性の向上を図る。 

○基幹交通 

・基幹交通は、鉄道駅と市内各地域を結ぶ主要な交通手段となるよう、そのサービスは、速

達性と運行頻度を重視する。 

・運行頻度は、現状で市民の各種移動ニーズに概ね２本以上で対応している住野線、八街線

の運行本数を目安に、10～15便／日、最低でも１時間に１本の運行を検討する。 

・速達性は、現状路線バスの所要時間と同程度の3km／10分（18km/時）での運行を検討する。 

○端末交通 

・端末交通は、基幹交通を補完する交通手段となるよう、そのサービスは、アクセス利便性

と運行頻度を重視する。 

・網羅性は、現状のふれあいバスと同様に、バス停から300～500ｍで各集落をカバーする運

行を検討する。 

・運行頻度は、基幹交通と同様に、10～15便／日、最低でも１時間に１本の運行を検討する。 

４）目標とする公共交通の基本構造 

（今回は、次ページ以降にパターン案を複数用意） 



 8 

3-2 目指すべき公共交通のパターン案（たたき台） 
（１）パターン案の考え方 

１）パターン案の前提 

・市の負担総額は、現状負担額の範囲内を前提とする（約4,500万円／年以内とする） 

※運行経費は概ね6,000万円／年程度 

：デマンド型乗合タクシーを導入する場合でも現状の負担総額以内とする 

・市民の移動ニーズへの公共交通の対応課題を解決する 

・前記の目標とする公共交通サービスを満たす 

 

２）パターン案の考え方 

○基幹交通（再掲） 

・路線バスの条件 

：住野線、八街線（ちばフラワー）、都賀線は現状ルートのまま基幹交通と想定 

：八街線（九十九里）は、増便が難しければ、ふれあいバス南コースを基幹交通と想定 

：八街循環線は、基幹交通の市内環状ルートとしての活用する場合を想定 

・パターン案の考え方 

：現状の放射方向の路線バスを基幹交通（現状追認型）とするか、基幹交通として市内

環状ルートを確保するか 

 

○地域端末交通 

・ふれあいバスの条件 

：市内環状ルートを確保する場合、街コースは、基本的に基幹交通に組み込むものとし、

地域端末交通としては、北、中、西、南の既存４コースの活用を想定 

・パターン案の考え方 

：地域端末交通のルートについて、八街駅周辺までアクセスさせる（現状追認型）か、

基幹交通との乗継を想定するか 

：さらに端末交通として、デマンド型乗合タクシーを導入するか 

：また端末交通を地元が選択し運営していく仕組みを導入するか 
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３）パターン案の評価の視点 

○公共交通を考える上での基本的な視点 

～地域公共交通活性化・再生セミナー（H22.10）より～ 

①主体間の調整 

・交通に関わる主体は多様で、公共交通事業者、インフラ事業者、利用者等がいる。例え

ば福祉バスやスクールバスを公共交通として活用しようとしても、行政管轄の違い等、

様々な主体間でのコンフリクト、調整不足が生じている。いかに市場を活性化し、住民

生活のサポートをしていくかが重要である。 

②地域公共交通との連携 

・公共交通のガバナンスが重要であり、事業者毎の情報のみならず、交通全体の一元的な

情報管理をし、利用者の視点に立った情報提供が必要である。 

③継続的な改善 

・事業実施後のケアがほぼなされておらず、その後のモニタリングが重要である。運行が

利用者ニーズに合っているのか、他の事業者との関係について、綿密なデータにより調

査し、改善していくことが重要である。全ての公共交通を有機的に結びつけ、利用者利

便のために何ができるかが重要である。 

 

○利用者、交通事業者、地元商業者等関係者の持つべき視点 

～各種関連セミナー等で示されている役割と本パターン案に関する視点～ 

①利用者（市民）の役割と視点 

・役割：地域公共のあり方を自ら主体的に検討する役割 

：地域公共交通を支える持続的な取組みを行う役割 

・パターン案を評価する視点 

：基幹交通－公共交通の軸として市内のどこへのアクセスを重視すべきか 

：端末交通－「運行頻度の多さ」と「乗換えの尐なさ」のどちらを優先すべきか 

－「速達性（所要時間）」と「網羅性（バス停アクセス）」のどちらを優先

すべきか 

※どのようなサービスを提供すれば、市民が公共交通を利用するか 

②交通事業者の視点 

・役割：交通事業のプロとして地域公共のあり方を地域に提案する役割 

・パターン案を評価する視点 

：基幹交通－需要を効率的に利用に結びつける市内循環ルートのあり方をどう考えべ

きか 

：端末交通－     〃         端末交通のあり方をどう考えるべきか 

※市民の利用を喚起し持続できる公共交通サービスはどのようなものか 

③地元商業者等の視点 

・役割：地域公共交通を支える地域の担い手としての役割 

：基幹交通－商業施設等への利便性を高める基幹交通のあり方は何か 

－基幹交通を支えるとりくみは何か 

※地元商業者にメリットのある公共交通サービスはどのようなものか 
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参考－地域公共交通の検討にあたって求められている各主体の連携のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域公共交通ハンドブック 
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（２）パターン案 

１）基幹交通 

：案①－現状の放射方向の路線バスを基幹交通（現状追認型）とする 

＊八街線の増便が見込めない場合は、南コースが基幹交通としてのサービスを

発揮する。 

：案②－基幹交通として市内環状ルートを確保する 

○パターン案の特徴とサービス比較 

 案①（現状追認） 案②（市内環状ルートの確保） 

ﾊﾟﾀｰﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当 

路線 

○放射方向 

・住野線、都賀線、八街線(ちばフラワー)、

八街線(九十九里或いは南コース） 

※八街循環線は端末交通扱い 

 

○放射方向 

・住野線、都賀線、八街線(ちばフラワー)、

八街線(九十九里或いは南コース) 

○環状方向 

・八街循環線やふれあいバス(街コース)の活用 

課

題

へ

の

対

応 

① ○現状で運行本数の尐ない南部・西部から

の八街駅周辺への利便性が向上 

○同左 

② ▲主要施設への利便性は、現状と同程度 

（端末交通で対応） 

○市内循環が主要施設を周回し利便性向上 

③ ▲榎戸駅への利便性はかわらない 

（端末交通で対応） 

○八街駅への利便性向上 

④ ○南部地域からの利便性向上 ○同左 

検討の

ﾎﾟｲﾝﾄ 

・放射方向に関して、南部地域からの基幹交通をどのように育成するか 

・榎戸駅へのアクセス、八街駅周辺・文違の主要施設の周回頻度をどう高めるか  

・市内環状ルートはどう確保するか（①都賀線以北で周回、②都賀線南部も周回）  

 

 

 

…市役所 

…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 
…鉄道駅 
…大規模住宅団地 

…市役所 
…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 

…鉄道駅 
…大規模住宅団地 
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２）端末交通 

：案①－八街駅等までアクセスする（現状追認）：案②－基幹交通にアクセスする 

：案③－端末交通はコミュニティバスとする  ：案④－デマンド型乗合タクシー導入 

：案⑤－地元主体で運行方式を選択 

○パターン案の特徴とサービス比較 

 案①「現状追認」 案②「基幹交通との乗継で本数増」 

ﾊﾟﾀｰﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南部,西部は既存南,西,中コースが基本 

（南を基幹交通とする場合は２コース） 

・北部は榎戸駅周辺で循環させる 

・榎戸駅周辺、八街駅周辺、西部地域、南

部地域等基幹ルートを軸とした小循環

コース 

所要 

時間 

・北・街コース：約30～40分程度／１周 

・南西中コース：約70～80分程度／１周 

・各コースともに30～40分程度／１周 

 

運行 

本数 

・6～8便／日（現状程度（南・西・中）） 

・12～16便／日（北・中） 

・12～16便／日（現状の倍の頻度） 

運行 

ﾙｰﾄ 

・榎戸駅周辺：文違・住野・榎戸・西林等 

・八街駅周辺：用途地域及び周辺 

・西部地域：現状とほぼ同様 

・南部地域：現状とほぼ同様 

・榎戸駅周辺：文違・住野・榎戸・西林等 

・八街駅周辺：用途地域及び周辺 

・西部地域：夕日丘以南,川上小以西 

・南部地域：ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀｳﾝ,川上小以南(2ｺｰｽ) 

運行

経費 

・中型バス(5台)＝6,000万円/年 

※ふれあいバス1,200万円/年・台より 

・中型バス(5台)＝6,000万円/年 

 

課

題

へ

の

対

応 

① ▲南部・西部から利便性は現状と同様 ○乗継が発生するが、運行本数が増加し、

日中の通院・買物ニーズに対応 

② ○中コースで主要施設を周回 ○中コースで主要施設を周回 

③ ○端末交通で榎戸駅の利便性向上 ○端末交通で榎戸駅の利便性向上 

④ ▲南部地域からの利便性は現状と同様 

（南コースを基幹交通とすれば運行本数増加） 

○乗継が発生するが、運行本数が増加 

検討の

ﾎﾟｲﾝﾄ 

・端末交通のサービスについて、「運行頻度の多さ」と「乗換えの尐なさ」のどちらを

優先すべきか（→参考：事例１） 

南 

北 
北 

街 街 

西 

中 

南 

街 

中 

西 

…市役所 
…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 

…鉄道駅 
…大規模住宅団地 
…市役所 

…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 
…鉄道駅 

…大規模住宅団地 
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○パターン案の特徴とサービス比較 

 案③「端末はｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽを導入」 案④「ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰの導入」 

ﾊﾟﾀｰﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・榎戸駅周辺、八街駅周辺、西部地域、南

部地域等基幹ルートを軸とした地域に

区分し、コミュニティバスを導入 

・榎戸駅周辺、八街駅周辺、西部地域、南

部地域等基幹ルートを軸とした地域に

区分し、地域内にデマンド交通を導入 

時間 ・各コースともに30～40分程度／１周 ・地域内デマンド運行は60分以内／１回 

運行 

本数 

・12～16便／日（現状の倍の頻度） ・12～16便／日（現状の倍の頻度） 

・各地域１～２台、計５台で運行 

運行 

ﾙｰﾄ 

・案②と同様 ・各地域内をデマンド運行 

（地域外へはアクセスしない） 

車両 ・既存コミュニティバスの車両を想定 ・10人乗りワゴンタクシーを想定 

※二州小利用者16～20人に対応 

運行

経費 

・中型バス(4台)＝4,800万円/年 

＋基幹交通用中型バス1台で計6,000万円 

・ワゴン(5台)＝4,500万円/年 

※酒々井,芝山事例900万円/年・台より 

＋基幹交通用中型バス1台で計5,700万円 

課

題

へ

の

対

応 

① ○乗継が発生するが、運行本数が増加し、

日中の通院・買物ニーズに対応 

○課題への対応は案③と同様 

※デマンドの以下の特徴に留意 

○出発地・目的地近くで利用できる 

×事前予約が必要 

×予約状況で所要時間が左右する 

×希望時間に利用できない場合がある 

② ○中コースで主要施設を周回 

③ ○端末交通で榎戸駅の利便性向上 

④ ○乗継が発生するが、運行本数が増加 

検討の

ﾎﾟｲﾝﾄ 

・ｐ２の特徴をふまえ、「ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ」と「ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰ」のどちらを選択するか。 

（→参考：事例２、事例３） 

 

南 

北 

中 

西

南 

…市役所 
…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 

…鉄道駅 
…大規模住宅団地 
…市役所 

…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 
…鉄道駅 

…大規模住宅団地 
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○パターン案の特徴とサービス比較 

 案⑤「地元主体で運行方式選択」 

ﾊﾟﾀｰﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アンケート調査結果をふまえ導入 

：南部はｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽへの意向が高い 

：北部はﾃﾞﾏﾝﾄﾞ交通への意向が高い 

・基幹交通は、行政主体で運営 

・端末交通は、地元主体で方式を選択し、

運営 

所要 

時間 

・街コース  ：約30～40分程度／１周 

・南西中コース：約70～80分程度／１周 

・地域内デマンド運行は60分以内／１回 

・各コースは、30～40分程度／１周 

・地域内デマンド運行は60分以内／１回 

運行 

本数 

・6～8便／日（現状程度（南・西・中）） 

・12～16便／日（北・中） 

・12～16便／日（現状の倍の頻度） 

ﾙｰﾄ ・デマンド除き案①と同様 ・デマンド除き案②と同様 

他 ・中型バス４台、セダンタクシー２台 

 

・中型バス４台（端末３台、基幹１台） 

・セダンタクシー２台 

運行

経費 

・中型バス(4台)＝4,800万円/年 

・セダン(2台)＝1,200万円/年 

※山武、多古事例600万円/年・台より 

・同左 

課

題

へ

の

対

応 

① ▲南部・西部から利便性は現状と同様 ○乗継が発生するが、運行本数が増加し、

日中の通院・買物ニーズに対応 

② ○中コースで主要施設を周回 ○中コースで主要施設を周回 

③ ○端末交通で榎戸駅の利便性が向上 

▲ただし希望時間に利用できない場合あり 

○端末交通で榎戸駅の利便性向上 

▲ただし希望時間に利用できない場合あり 

④ ▲南部地域からの利便性は現状と同様 

（南コースを基幹交通とすれば運行本数増加） 

○乗継が発生するが、運行本数が増加 

検討の

ﾎﾟｲﾝﾄ 

・地元主体で運行方式を選択し、運行の責任を持つ仕組みを導入するか 

（→参考：事例４、事例５） 

街 

西 

南 

街 

中 

…市役所 
…大規模商業施設 
…総合病院・主要病院 

…鉄道駅 
…大規模住宅団地 
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（３）公共交通のあり方を検討するヒントとなる先進事例 

・市の公共交通のあり方を検討するにあたり、そのヒントとなる先進事例を整理する。 

 

○事例１：中心市街地における循環バス導入の事例 

①地元商業活性化をめざした市内循環バスの運行（山梨県甲府市） 

②中心市街地循環バス（石川県金沢市） 

 

○事例２：基幹交通に端末交通が接続している事例 

③連節バスとフィーダーバスの連携（神奈川県藤沢市） 

④環状方向と放射方向のコミュニティバスの連携（岡山県津山市） 

 

○事例３：コミュニティバスと乗合タクシーの連携事例 

⑤基幹コミュニティバスと端末乗合タクシーの連携（愛知県みよし市） 

⑥中心地のコミュニティバスと周辺部の乗合タクシーの連携（茨城県古河市） 

⑦基幹バスとデマンド交通の導入（千葉県山武市） 

 

○事例４：地元が主体となって多様な端末交通を導入している事例 

⑧基幹バス、区バス、住民バスの導入（新潟県新潟市） 

⑨地元の町会が主体となって端末交通を導入（千葉県市原市） 

⑩市川市コミュニティバス運行指針（千葉県市川市） 

 

○事例５：利用促進のための取組み事例 

⑩自治体が協賛金を得て運行するバス（三重県松坂市） 

⑪協定に基づくバス運行（石川県金沢市） 
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○事例１：中心市街地における循環バス導入の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引き」（国土交通省） 
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○事例２：基幹交通に端末交通が接続している事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引き」（国土交通省） 

事例 ごんごバス（東循環線、小循環線、久米線、勝北線、加茂線）（岡山県：津山市）  

都市 岡山県津山市（人口106,625人、面積506 km²） 

公共交通の体系 ・津山線・姫新線津山駅が市の公共交通体系の中心 

・中心部(津山駅)から環状方向にコミュニティバスが運行 

：路線＝2路線、運行本数＝9～20便／日 

・環状方向のバスに放射方向のコミュニティバスが接続 

：路線＝3路線、運行本数＝6便／日(上下合計) 

・環状方向と放射方向のコミュニティバスの接続地点 

：広域バスターミナル(津山駅)(1路線)、津山中央病院等(2路線) 

概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環状方向 
(コミュニティバス ) 

放射方向 
(コミュニティバス ) 

接続地点 
(津山中央病院 ) 

接続地点 
(広域バスターミナル (津山駅 )) 

津山駅  

接続地点 
(津山中央病院 ) 
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○事例３：コミュニティバス等と乗合タクシーの連携事例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引き」（国土交通省） 

 

都市 愛知県みよし市（人口59,022人、面積32km²） 

公共交通の体系 ・市役所を中心として放射方向に基幹交通(コミュニティバス)が運行 

：路線＝2路線、運行本数＝25便／日(上下合計) 

・基幹交通に対して、端末交通(乗合タクシー)が接続 

：路線＝13路線、運行本数＝基幹交通(コミュニティバス)の運行時刻 

に合わせ運行(予約制)） 

・基幹交通と端末交通の接続地点 

：基幹交通(コミュニティバス)のバス停 
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○事例３：コミュニティバス等と乗合タクシーの連携事例② 

事例 古河市循環バス（ぐるりん号）、デマンド交通（愛・あい号） 

都市 茨城県古河市（人口146,425人、面積124km²） 

公共交通の体系 ・東北本線(宇都宮線)線古河駅が市の公共交通体系の中心 

・中心部(古河駅)から放射・環状方向に基幹交通（路線バス、コミュニティバ

スが運行） 

：ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（ぐるりん号）＝3路線、運行本数＝7～15便／日 

・基幹交通（路線バス、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽに、端末交通(デマンドタクシー)が接続 

：デマンド交通（愛・あい号）＝9便／日(8～16時まで1時間おきに運行)） 

・基幹交通と端末交通の接続地点 

：友愛記念病院、市役所 

路線網図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続地点 

接続地点 
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○事例３：コミュニティバス等と乗合タクシーの連携事例③  

事例 基幹バスとデマンド交通の導入（千葉県山武市） 

都市 千葉県山武市（人口56,089人、面積146km²） 

公共交通の体系 ・ＪＲ成東駅、松尾駅、日向駅が市の公共交通体系の中心 

・３駅と主要公共施設を結ぶ基幹交通（コミュニティバス）を運行 

：運行本数＝平日７便／日(7：50～18：22時まで1.5時間おきに運行) 

休日６便／日(9：30～18：22時まで1.5時間おきに運行) 

・市内を３地区に区分し基幹交通を補完する端末交通(デマンドタクシー)を運

行 

：運行＝平日8：00～18：00まで運行 

休日9：00～18：00まで運行 

：デマンドタクシーは、運行区域を固定して運行 

・基幹交通と端末交通の接続地点 

：主要公共施設、鉄道駅（概念図「●」） 

概念図 
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○事例４：地元が主体となって多様な端末交通を導入している事例① 

事例 基幹バス、区バス、住民バス（新潟県新潟市） 

都市 新潟県新潟市（人口803,662人、面積726km²） 

公共交通の体系 ・市域が広域に及び市内の各エリアにおいて交通に対するニーズが異なるため、

利用ニーズに応じて「基幹バス」、「区バス」、「住民バス」という各タイ

プのバス交通体系が構築され車両のタイプやルート・ダイヤ等をそれぞれに

応じたものが設定されている。  

運営主体 ・交通事業者が運営主体となる基幹バスおよびその他幹線系バス路線、市が運

営主体となる区バス、住民が運営主体となる住民バス、といった形で需要に

応じてその形態が異なる。 

：基幹バス  

－運行主体＝交通事業者  

－運行区域・路線＝市の中心部の主要な施設 (新潟駅、市役所、県庁、  

市民病院等 )と交通結節点を接続する基幹路線  

：区バス  

－運行主体＝新潟市  

－運行区域・路線＝市内の8つの区のうち中央区以外の7つの区で導入  

＝区毎に区役所や鉄道駅等を中心に、商業施設や公  

共施設等を経由する路線が設定  

：住民バス  

－運行主体＝住民組織 (運賃収入や地元負担でで運行経費を賄えない場  

合、運行経費の7割を上限に市が補助 ) 

－運行区域・路線＝公共交通空白・不便地区で運行  

＝路線によってバス、デマンドタクシー (※ )がある  

(※ )デマンドタクシーについては社会実験での運行 

路線網図  
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○事例４：地元が主体となって多様な端末交通を導入している事例② 

事例 市原市あおばす 

事例都市 千葉県市原市（人口278,276人、面積368km²） 

公共交通の特徴 ○概要 

・JR内房線姉ヶ崎駅(基幹交通)から1.5～2ｋｍの距離にある公共交通空白地域

(青葉台地区)において住民主体のコミュニティバス(端末交通)を運行。 

－運行路線＝JR 内房線姉ヶ崎駅⇔青葉台地区 

－運行本数＝上り(姉ヶ崎駅方面) 23便／日 

＝下り(姉ヶ崎駅方面) 20便／日 

○運営の仕組み 

・市原市青葉台6丁目、7丁目、市原ダイアパレスの3町会が協同で【あおばす

協議会】と設け、あおばすの運営を行っている。 

・利用者の運賃収入のみでは運営できないことから、地域の企業・商店の協賛

金を得て運営補助にあて、さらに市原市の補助金で経費の赤字を補填してい

る。 

位置図・路線図 ○位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最寄駅から 1.5～2.0km 
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○事例４：地元が主体となって多様な端末交通を導入している事例③ 

事例 市川市コミュニティバス運行指針 

事例都市 千葉県市川市（人口473,919人、面積56km²） 

指針の目的 ○市川市「市川市コミュニティバス運行指針」 

（指針の目的） 

・これまでは、コミュニティバスの新たな導入や運行計画の変更要望があっても、統

一した基準がなく、個々の要望に対応できなかったことから、新たにコミュニティ

バスを導入及び運行計画の変更要望に対応する市の基本的な考え方と基準を指針

として定め、指針により統一した基準で判断することを目的としている。 

（指針が目指すコミュニティバス運行の考え方） 

（導入（変更）検討の手順） 

 
導入の原則 

①交通不便地の解消  

②市民ニーズへの対応  

③事業採算性の確保  

④超高齢社会への対応  

⑤交通環境の改善  

事業主体は運行実行委員会 

事業主体となる運行実行委員会は、  

①要望者の代表  

②運行事業者  

③地域を運行するバス事業者  

④市 の４者で構成する  

本格運行を継続する基準 

①運行を継続する採算率  

・採算率 40％を２年連続下回った場合

は、取止め  

②運行実行委員会の存続  

・実行委員会が解散した場合は、取止め  

本格運行への移行基準 

①採算率  

・半年間の採算率が 30％以上。 

※採算率は、収入（運賃収入、広告制度、

協賛制度等）と運行に必要なランニング

コスト（バスの減価償却等の初期費用を

除く）  の割合より算出  

②沿線住民アンケート調査の回収率、利

用意向  

・回収率 35％以上、利用意向 65％以上  

 

 

実証実験協議会 

①要望者 ②参加を希望する運行事業者

（公募） ③地域を運行する運行事業者 

④千葉運輸支局 ⑤道路管理者 ⑥交通

管理者  
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○事例５：利用促進のための取組み事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引き」（国土交通省）  


